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建設業を取り巻く状況（高齢化の進行）

• ○ 建設業就業者は、直近では55歳以上が約36％、29歳以下が約12%となっている。

• ※実数ベースでは、建設業就業者数のうち令和元年と比較して、55歳以上が約1万人増加（29歳以下は増減なし）。

建設業：約３割が５５歳以上

全産業（５５歳以上）

（歳）

全産業（２９歳以下）

建設業：２９歳以下は約１割

（年）
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（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）事業所規模5人以上

建設業を取り巻く状況（労働時間）
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多様な働き方を選択できる社会の実現
（企業）

魅力ある職場作り魅力ある職場作り 人材の確保人材の確保 業績の向上業績の向上 利益増利益増

成⾧と分配の好循環

働き方改革に取り組まないと…
「少子高齢化に伴う労働力人口の減少」
「働き方のニーズの多様化」

の問題に対応できなくなるおそれがある

働き方改革

企業

働き方改革の目的
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2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

４
月

４
月

４
月

４
月

４
月

７月６日
（公布日）

大
企
業

中
小
企
業

４
月

労働基準法
・割増賃金率見直しの
猶予措置の廃止

パートタイム・有期雇
用労働法

労働者派遣法

労働者派遣法

労働時間関係 同一労働同一賃金関係

パートタイ
ム・有期雇用
労働法

労働基準法
・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
・高度プロフェッ
ショナル制度
・年休取得義務
・フレックスタイム

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
・上限規制、賃金請求権
延⾧

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
・高度プロフェッ
ショナル制度
・年休取得義務
・フレックスタイム

その他の法改正関係

女性活躍推進法
・情報公表

６
月

＜中小企業 ＞ 資本金の額又は出資の総額 or 常時使用する従業員の数

①製造業など（②～④以外） ３億円以下 300人以下

②卸売業 １億円以下 100人以下

③サービス業 5,000万円以下 100人以下

④小売業 5,000万円以下 50人以下

女性活躍推進法
・プラチナえるぼし
認定

労働施策総合推進法
・パワハラ防止対策

女性活躍推進法
・労働者数１０１人以
上
３００人以下に行動計
画
策定等労働施策総合推進法
・パワハラ防止対策

育児・介護休業法
・看護休暇、介護休
暇(時間単位取得）

１
月

育児・介護休業法
・看護休暇、介護休
暇(時間単位取得）

１
月

男女雇用機会均等法
育児・介護休業法
・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策の強化

男女雇用機会均等法
育児・介護休業法
・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策の強化

６
月

労働基準法
・賃金請求権延⾧

高齢者雇用安定法

労災保険法

労働施策総合推進
法
・中途採用者の公
表

雇用保険法
・65歳以上の労
働者に適用

１
月

自動車運転者労働時間等の
改善のための基準（改善基
準告示）の施行

労働基準法施行規則
・賃金の口座振込み
等について

働き方改革の流れ
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時間外労働の上限規制に関するリーフレット
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労働基準法における労働時間の定め
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法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限（原則）
月45時間
年360時間

法律による上限
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内 ※

・月100時間未満 ※ ※ 休日労働含む

１年間＝12か月

年間６か月まで

 時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となる。

 臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合（特別条項）でも、以下の規制がかかる。

時間外労働が年720時間以内

時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月が限度

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、２～６か月平均がいずれも１月あたり80時間以内

時間外労働の上限規制のイメージ

時間外労働の上限規制の概要
（一般の建設の事業）
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時間外労働の上限規制のイメージ

●建設事業のうち、「災害時における復旧及び復興の事業」に限り、 令和６年4月1日以降も一部

の規定は適用されない。

×適用されない規定

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、２～６か月平均がいずれも１月あたり80時間以内

○適用される規定

時間外労働が年720時間以内

時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月が限度

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限（原則）
月45時間
年360時間

法律による上限
・年720時間以内

年間６か月まで

１年間＝12か月

時間外労働の上限規制の概要
（災害時における復旧及び復興の事業）
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① 36協定は、将来起こるかもしれない事由についてあらかじめ締結するものであり、災害時における復旧及び復
興の事業に従事する場合に関しても、労基法第139条の規定に基づき、36協定の特別条項として、１か月の上限
時間（100時間未満）を超えた延⾧時間をあらかじめ締結することが可能である。

② ただし、事業として行っているか否かにかかわらず、規模も様々な災害における復旧及び復興の事業について、
無制限に労基法第139条の適用を認めることは制度趣旨に反し妥当ではないため、同条の「災害時における復旧
及び復興の事業」とは、災害により被害を受けた工作物の復旧及び復興を目的として発注を受けた建設の事業を
いい、工事の名称等にかかわらず、特定の災害による被害を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路
の建設などの復旧及び復興の事業が対象となる。

③ 例えば、以下のような事業が対象となる。
・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）の適用を受ける災害復旧事業

・国や地方自治体と締結した災害協定（※事業者団体が締結当事者である等、建設事業者が災害協定の締結当事
者になっていない場合も含む。）に基づく災害の復旧の事業

・維持管理契約内で発注者（民間発注者も含む。）の指示により対応する災害の復旧の事業

・複数年にわたって行う復興の事業等

（※）災害が発生した場合には、国・地方自治体と事業者・事業者団体との間で事前に締結した災害協定に基づいて、食糧、医療、運送、
建設、各種ライフライン等に関する事業者が直ぐに復旧作業を行い、後から契約を締結するという取扱いをしている。

（※）公共土木施設災害復旧事業費負担法に基づき、災害により地方自治体が管理している道路や河川が崩壊した場合に、被災した公共
土木施設を国庫補助を受けて速やかに復旧する事業。

災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合の
36協定の締結
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限度時間を超えない場合の36協定（一般条項）…

様式９号（一般的な建設事業）

様式９号の3の２（災害時の復旧・復興の事業）

これまで建設業は、「様式9号の４」の一種類のみ。

2024年4月1日から適用される３６協定については、４パターン
の様式から選択して作成する必要があります!!

限度時間を超える場合の36協定（特別条項）…

様式９号の2（一般的な建設事業）

様式９号の3の3（災害時の復旧・復興の事業）

36協定の様式について

１５



労基法33条の許可／届出

災害時の
復旧･復興の対応が
見込まれるか?

見込まれる

見込まれない月45時間超の
時間外・休日労働が
見込まれるか?

※ 緊急時であっても、可能な限り時間外・休日労働は36協定の範囲内とすること。

36協定の締結･届出が必要

協定事項

現行の36協定届（様式９号の４）からの
変更点
• 原則として時間外労働を１か月45時間、
１年360時間以内で協定することが必要

• 災害時の復旧・復興の事業を除き、時間外・
休日労働の合計が以下を満たすことを協定
することが必要
✔月100H未満 ✔２～６か月平均80H以内

• １か月45時間を超えて時間外・休日労働を
させることがあるとして特別条項を設ける
場合、特別延⾧できる回数を年６回までで
協定することが必要

一般条項として
・時間外・休日労働をさせることができる
場合

・その場合の労働者の範囲や人数
・１日／１か月／１年の時間外労働時間数
の限度 等

特別条項として
・月45時間を超える場合における
１か月の時間外・休日労働時間数
／１年の時間外労働時間数

・月45時間を超えることができる回数
（６回まで） 等

特別条項として
・災害時の復旧・復興の事業に従事する
場合における１か月の時間外・休日労働
時間数／１年の時間外労働時間数

・月45時間を超えることができる回数
（６回まで） 等

様式９号の３の３
様式９号
様式９号の３の２
※様式９号の３の２は災害時の復旧・復
興の対応が見込まれる場合

様式９号の
２

見込まれない

見込まれる

公益・人命保護のために緊急を要する災害対応により、
36協定に定める限度時間・回数を超える時間外・休日労働があった

36協定の手続きのフローチャート
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新36協定届の記載例（様式第9号）
（月45h超の時間外・休日労働が見込まれず、

災害時の復旧・復興も見込まれない場合）
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新36協定届の記載例（様式第9号の２）特別条項
（月45h超の時間外・休日労働が見込まれるが、

災害時の復旧・復興も見込まれない場合）
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新36協定届の記載例（様式第9号の３の２）
（月45h超の時間外・休日労働が見込まれないが、

災害時の復旧・復興も見込まれる場合）
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新36協定届の記載例（様式第9号の３の３）
（月45h超の時間外・休日労働が見込まれ、

災害時の復旧・復興も見込まれる場合）
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労基法33条の許可／届出

災害時の
復旧･復興の対応が
見込まれるか?

見込まれる

見込まれない月45時間超の
時間外・休日労働が
見込まれるか?

※ 緊急時であっても、可能な限り時間外・休日労働は36協定の範囲内とすること。

36協定の締結･届出が必要

協定事項

現行の36協定届（様式９号の４）からの
変更点
• 原則として時間外労働を１か月45時間、
１年360時間以内で協定することが必要

• 災害時の復旧・復興の事業を除き、時間外・
休日労働の合計が以下を満たすことを協定
することが必要
✔月100H未満 ✔２～６か月平均80H以内

• １か月45時間を超えて時間外・休日労働を
させることがあるとして特別条項を設ける
場合、特別延⾧できる回数を年６回までで
協定することが必要

一般条項として
・時間外・休日労働をさせることができる
場合

・その場合の労働者の範囲や人数
・１日／１か月／１年の時間外労働時間数
の限度 等

特別条項として
・月45時間を超える場合における
１か月の時間外・休日労働時間数
／１年の時間外労働時間数

・月45時間を超えることができる回数
（６回まで） 等

特別条項として
・災害時の復旧・復興の事業に従事する
場合における１か月の時間外・休日労働
時間数／１年の時間外労働時間数

・月45時間を超えることができる回数
（６回まで） 等

様式９号の３の３
様式９号
様式９号の３の２
※様式９号の３の２は災害時の復旧・復
興の対応が見込まれる場合

様式９号の
２

見込まれない

見込まれる

公益・人命保護のために緊急を要する災害対応により、
36協定に定める限度時間・回数を超える時間外・休日労働があった

36協定の手続きのフローチャート
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災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について
(令和元年6月7日付け基発0607第1号)の概要

労基法第33条第１項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定である
からその臨時の必要の限度において厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の
基準によって取り扱うこと。

（１）単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。

（２）地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応（差し迫った恐れがある場合における事前
の対応を含む。）、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること。例えば、
災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全
な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること。

（３）事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧
は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻
撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。

（４）上記（２）及び（３）の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命
又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる
場合には、認めること。

労働基準法第33条第1項の許可基準
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災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の解釈に当たっての留意点
について(令和元年6月7日付け基監発0607第1号)の概要

１ 許可基準による許可の対象には、災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合に加えて、当該
事由に対応するに当たり、必要不可欠に付随する業務を行う場合が含まれる。
具体的には、例えば、事業場の総務部門において、当該事由に対応する労働者の利用に供するための食事や
寝具の準備をする場合や、当該事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応する場合等が含まれる。

２ 許可基準(２)の「雪害」については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時
の必要がある場合が該当する。
具体的には、例えば、安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそ
れがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に除雪を行うこととし
た契約等に基づき除雪作業を行う場合や、人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合のほか、降雪に
より交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において、予防的に対応する場合。

３ 許可基準(２)の「ライフライン」には、電話回線やインターネット回線等の通信手段が含まれる。

４ 許可基準に定めた事項はあくまでも例示であり、限定列挙ではなく、これら以外の事案についても「災害そ
の他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合」となることもあり得る。
例えば、許可基準(４)の「他の事業場からの協力要請に応じる場合」について、国や地方公共団体からの要
請も含まれる。そのため、例えば、災害発生時において、国の依頼を受けて避難所避難者へ物資を緊急輸送す
る業務は対象となる。

労働基準法第33条第1項の許可基準
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１ 建設業を取り巻く状況

２ 時間外労働の上限規制

３ 36協定の届出手続等

４ 労働基準法第33条の届出等

５ 各種窓口・助成金等の紹介
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佐賀労働局HP
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このようにお悩みではないですか?
個別訪問によるご相談にも対応していますので、まずは
お気軽に、お近くの労働基準監督署にお問合せ下さい。

｢働き方改革｣ への取り組みを支えるため

を労働基準監督署に設置しています。

残業時間を減らしたい
どうすれば
いいんだろう?

うちの会社の
労働時間制度は
このままで
いいのかな･･･?

佐賀労働基準監督署
電話 0952－32－7133

受付:８時３０分～１７時１５分（土･日･祝祭日を除く）

専門の「労働時間相談･支援班」が、
以下のようなご相談について、

お悩みに沿った解決策をご提案します。

時間外労働の上限設定などに取り組む際に利用可能な助成金

時間外･休日労働協定（36協定）を含む労働時間制度全般

変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入
⾧時間労働の削減に向けた取組み

働き方改革の支援・相談先のご案内
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取り組み事例の紹介
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取り組み事例の紹介①
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取り組み事例の紹介②
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助成金の紹介
「働き方改革推進支援助成金」
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助成金の紹介
「業務改善助成金」
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ご静聴ありがとうございました。
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